
しぶかわ未来共創推進事業補助金交付要領

令和６年５月１日から適用

本補助金の交付目的、交付手続等は、次のとおりです。

交付目的

本市の課題解決及び魅力向上を目的として、市内で開催さ

れ、まちづくりに資する講演会等に要する費用を補助しま

す。

内

容

補助対象事業

まちづくりに資する講演会等で、市内で開催するものとし

ます。

例） 共生社会推進、女性活躍、少子化及び人口減少対

策、産官学金労の連携、デジタルトランスフォーメーショ

ン、防災、移住・定住、子育て、地域産業の振興等に関する

もの。

ただし、次に掲げるものは除きます。

（１） 政治及び宗教活動を目的とするもの

（２） 参加者を特定の要件で限定するもの

（３） 定員が５０人未満のもの

（４） 会費及び入場料等を参加者から徴収するもの

（５） 本市の他の補助金を受けているもの

（６） 既に本補助金を交付されているもの

補助対象者

補助対象事業を実施する団体（法人格の有無を問わず、学

生や市民等で構成された団体、グループ等を含みます。）

で、次に掲げる条件の全てに該当する者です。

（１） 公序良俗に反する活動を行う者でないこと。

（２） 構成員が３人以上であること。

（３） 構成員の半数以上が本市住民であること。

（４） 渋川市暴力団排除条例（平成２４年渋川市条例第

３０号）第２条第１号に規定する暴力団又は同条第２号

に規定する暴力団員でないこと。

補助対象経費

補助対象事業を実施するために要する経費です。ただし、

次に掲げる経費を除きます。

（１） 交際費（慶弔費を含む。）

（２） 関係者の飲食に要する経費

（３） 備品購入費

（４） 証拠書類により補助対象者が支払ったことを確認



することができない経費

（５） その他補助対象事業に要する経費として市長が不

適当と認めた経費

交付金額

補助対象経費から寄附金その他の収入を控除した金額に１

０分の１０を乗じて得た額とし、１つの補助対象事業につ

き、５００千円を限度とします。

ただし、その額は、補助対象事業の内容、性格等を勘案

し、予算の範囲内で市長が定める額とします。

予算額
この補助金の事業全体の補助限度額は、１，５００千円で

す。限度に達した時点で受付を終了します。

交

付

手

続

等
交付条件

（１） 補助対象事業の周知を市内外へ広く行うこと。

（２） この補助金の一部又は全部を補助の目的に反して

使用したときは、補助金の一部又は全部の返還を命ずる

ことがあるので、従うこと。

（３） 市長又はその委任を受けた者若しくは監査委員の

監査に応ずること。

（４） 補助対象事業を中止したときは、補助金の返還を

命ずることがあるので、従うこと。

交 付 申 請 の 方

法、時期等

補助対象事業に着手する３０日以上前に、政策戦略課へメ

ール又は書面にて申請してください。なお、予算額に達した

時点で申請の受付を終了します。

しぶかわ未来共創推進事業補助金交付申請書（様式第１

号）に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて提出して

ください。

（１） 団体の構成員名簿（様式第２号）

（２） 事業計画書

（３） 収支予算書

（４） 補助金を必要とする理由書

交 付 決 定 の 時

期等

申請を受理した日から１０日以内に交付決定をします。

補助金の交付又は不交付の決定を、しぶかわ未来共創推進

事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第３号）により

通知します。

変 更 交 付 申 請

の 方 法 、 時 期

等

申請内容又は交付決定の内容に変更があるときは、速やか

にしぶかわ未来共創推進事業補助金変更交付申請書（様式第

４号）に変更する内容を証する書類を添えて提出してくださ



い。なお、収支予算書の事業の総額は変わらず、事業費の内

訳が変更となる場合は、変更交付申請の必要はありません。

変更の承認

変更交付申請があったときは、速やかにその内容を審査

し、その結果をしぶかわ未来共創推進事業補助金変更承認

（不承認）通知書（様式第５号）により通知します。

概 算 払 申 請 の

方 法 、 支 払 時

期等

概算払の交付を受けようとするときは、しぶかわ未来共創

推進事業補助金概算払申請書（様式第６号）に次に掲げる書

類を添えて、提出してください。

（１） しぶかわ未来共創推進事業補助金交付決定通知書

（様式第３号）の写し

（２） しぶかわ未来共創推進事業補助金交付請求書（様

式第９号）

（３） その他市長が必要と認めた書類

適正と認めた場合は、提出された申請書に基づき、請求

日から２０日以内に支払います。

実 績 報 告 の 方

法、時期等

補助対象事業が完了したときは、その日から１か月以内又

はその日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日まで

に、しぶかわ未来共創推進事業補助金事業完了実績報告書

（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて、提出してくださ

い。

（１） しぶかわ未来共創推進事業補助金交付決定通知書

（様式第３号）の写し

（２） 収支決算書

（３） 補助対象経費の領収書等の写し

（４） 講演会等の写真

（５） その他市長が必要と認める書類

補 助 金 の 額 の

確定

実績報告があったときは、当該報告書の審査及び必要に応

じて現地調査を行い、その成果が補助金の交付の決定内容及

びこれに付した条件に適合すると認めたときは、しぶかわ未

来共創推進事業補助金確定通知書（様式第８号）により交付

すべき補助金の額を確定します。

請 求 の 方 法 、

支払時期

しぶかわ未来共創推進事業補助金交付請求書（様式第９

号）にしぶかわ未来共創推進事業補助金確定通知書（様式第

８号）の写しを添えて、請求してください。

提出された請求書に基づき、請求日から２０日以内に支払



います。

交 付 決 定 の 取

消 し 又 は 補 助

金の返還

１ 次の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消

されます。

（１） 偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を

受けたとき。

２ 次の場合は、指定された期限までに、補助金を返還しな

ければなりません。

（１） 補助金の交付を受けた後、補助金の交付決定を取

り消された場合は、取消に係る部分の金額

（２） 交付を受けた補助金額が交付の対象となる事業及

び経費の実績額に基づき積算し、確定した額を超える場

合は、超える部分の金額

申 請 書 等 の 様

式

しぶかわ未来共創推進事業補助金交付申請書（様式第１号）

団体の構成員名簿（様式第２号）

しぶかわ未来共創推進事業補助金交付（不交付）決定通知書

（様式第３号）

しぶかわ未来共創推進事業補助金変更交付申請書（様式第４

号）

しぶかわ未来共創推進事業補助金変更承認（不承認）通知書

（様式第５号）

しぶかわ未来共創推進事業補助金概算払申請書（様式第６

号）

しぶかわ未来共創推進事業補助金事業完了実績報告書（様式

第７号）

しぶかわ未来共創推進事業補助金確定通知書（様式第８号）

しぶかわ未来共創推進事業補助金交付請求書（様式第９号）

その他

補助対象者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え

付け、当該補助対象事業が完了した年度の翌年度から５年間

保存しなければなりません。

取扱担当課

渋川市役所政策戦略課（本庁舎）

電話 ０２７９－２５－８４１９（直通）

０２７９－２２－２１１１（内線２４２４）

メールアドレス mirai@city.shibukawa.gunma.jp


